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Ⅰ 産業廃棄物について   
 

【１】廃棄物の分類 

 廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や、自分で利用し

たり他人に有償で売却できないため不要になったもので、液状または固形状のものを言い

ます。廃棄物には、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二

つに大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。 
 
 

              ごみ            

                             

                            

                     

                        

               

              燃え殻（焼却灰や火力発電所から発生する石炭がら等） 

              汚泥（工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの） 

              廃油（潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの） 

              廃酸（酸性の廃液） 

              廃アルカリ（アルカリ性の廃液） 

              廃プラスチック類（合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類） 

              紙くず（建設業に係る工作物の新築・改築・除去、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出される

もの） 

              木くず（建設業に係る工作物の新築・改築・除去、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの、

貨物の流通のために使用したパレット等） 

              繊維くず（建設業に係る工作物の新築・改築・除去、繊維工業から排出されるもの） 

              動植物性残さ（食料品製造業等において原料として使用した動植物に係る固形状の不要物） 

              動物系固形不要物（と畜場、食鳥処理場で、とさつ・解体した獣畜等に係る固形状の不要物） 

              ゴムくず（天然ゴムくずのみを含むもの） 

              金属くず（鉄くず、非鉄金属くずなど） 

              ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く。）及び陶磁器くず 

              （ガラスくず、製品の製造過程で生じたコンクリートくず、陶磁器くず） 

              鉱さい（製鉄所の炉の残さいなど） 

              がれき類（工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等） 

              動物のふん尿（畜産農業から排出されるもの） 

              動物の死体（畜産農業から排出されるもの） 

              ばいじん（工場の排ガスの処理施設から排出されるもの） 

              上記の廃棄物を処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの 

              輸入された廃棄物 

 

                          廃油（引火点が低く燃えやすいもの） 

                          廃酸（ｐＨ２．０以下） 

                          廃アルカリ（ｐＨ１２．５以上） 

                          感染性産業廃棄物 

                          特定有害産業廃棄物（廃ＰＣＢ、廃水銀等、廃石綿、ダイオキシン類等） 

                          輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じたばいじん 

                          輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じたばいじん及び燃え殻 

                          （基準に適合しないもの） 

                          輸入されたばいじん 

                          輸入産業廃棄物を焼却した特定施設（排ガス洗浄設備を有するもの）から 

                          生じた汚泥（ダイオキシン類が3ng-TEQ/gを超えるもの） 

 

【２】産業廃棄物とは（表－１及び表－２） 
 「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した
廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物
処理法）に定められた２１種類の廃棄物を言います。 
 また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境
に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。 

一般廃棄物 家庭系一般廃棄物 

し尿 

特別管理一般廃棄物 （感染性一般廃棄物、ばいじんなど） 

特別管理産業廃棄物 

廃
棄
物 

事業系一般廃棄物 

産業廃棄物 
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表－１ 産業廃棄物の種類 

 

（１）安定型産業廃棄物 

種   類 内        容（例   示） 

廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類。 

廃ポリウレタン、廃スチロール（発泡スチロールを含む。）、廃農業用フィル

ム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成

皮革、廃合成建材（Ｐ－タイル、断熱材、合成木材、防音材等）、合成繊維く

ず（ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む）、廃ポリ容器類、電

線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす（固化し

たもの）、接着剤かす（固化したもの）等 

ゴムくず 天然ゴムくず。（注：合成ゴムは、廃プラスチック類） 

切断くず、裁断くず等 

金属くず 鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、銅線くず、鉄

粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、溶接かす等 

ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁

器くず 

１ ガラスくず：廃空き瓶類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、

ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉等 

２ コンクリートくず：製品の製造過程で生じるコンクリートブロック、イ

ンターロッキングブロック、モルタルくず及びアスファルト・コンクリー

トくず（いずれもがれき類を除く。） 

３ 陶磁器くず：土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、耐火レンガく

ず、断熱レンガくず、廃石膏ボード等 

がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これ

に類する不要物。 

コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片等 

 ただし、①自動車等破砕物、②廃プリント配線板（鉛を含むはんだが使用されているもの）、③廃

容器包装（有害物質又は有機性の物質が混入・付着したもの）、④鉛蓄電池の電極、⑤鉛製の管又は

板、⑥廃ブラウン管（側面部に限る。）、⑦廃石膏ボードは安定型から除く。 

 

（２）その他の産業廃棄物 

種   類 排 出 限 定 業 種 内        容（例   示） 

燃え殻  事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残さ、

炉清掃廃棄物等。 

廃棄物焼却灰、重油燃焼灰等 

汚泥  工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業

の製造工程などにおいて生ずる泥状のもので、有機

性及び無機性のすべてのもの。 

１ 有機性汚泥：製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピ

ット汚泥（し尿の混入しているものを除く。）、洗

毛汚泥、活性汚泥（余剰汚泥）、消化汚泥、糊かす、

うるしかす等 

２ 無機性汚泥：浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、

凝集沈殿汚泥、建設工事汚泥（カッター汚泥を除

く）、メッキ汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚

泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰

かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良

セメント 、不養生コンクリート、廃触媒、タルク

かす、柚薬かす 
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種   類 排 出 限 定 業 種 内        容（例   示） 

汚泥（続き）   けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム（油性ス

カムを除く。）、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いお

う、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サン

ドブラスト（塗料かすを含むものに限る。）、スケ

ール、スライム残さ、排煙脱硫石膏、赤泥、転写

紙かす等 

廃油  鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油、廃

溶剤類等。 

潤滑油系廃油（スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ

油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、

グリース等）、切削油系廃油（水溶性、不水溶性）、

洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動

油系廃油、その他の鉱物油系廃油（重油等）、動植物

油系廃油（魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし

油、大豆油、豚脂、牛脂等）、廃溶剤類（アルコール

等）、廃可塑剤類（脂肪酸エステル、リン酸エステル、

フタル酸エステル等）、消泡用油剤、ビルジ、タンカ

ー洗浄排水等 

※ タールピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃白土（廃

油と汚泥の混合物）、タンクスラッジ、油性スカ

ム・洗車スラッジ（廃油と汚泥の混合物） 

廃酸 

(＞ｐＨ2.0) 

 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべて

の酸性廃液のうち、ｐＨ２．０以下でないもの。 

無機廃酸（硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミ

ン酸、ほう酸等）、有機廃酸（ギ酸、酢酸、シュウ酸、

酒石酸、クエン酸等）、アルコール発酵廃液、アミノ

酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液（漂白浸せ

き工程、染色工程）、クロメート廃液、写真漂白廃液

等 

廃アルカリ 

（＜ｐＨ12.5) 

 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液

のうち、ｐＨ１２．５以上でないもの。 

洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ

性めっき廃液、金属石鹸廃液、廃ソーダ液、ドロマ

イト廃液、アンモニア廃液、染色廃液（精錬工程、

シルケット加工）、黒液（チップ蒸解廃液）、脱脂廃

液（金属表面処理）、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、

硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液

等 

紙くず 建設業（工作物の新築、改

築、除去）、パルプ・紙・紙

加工品製造業、新聞業、出

版業、製本業及び印刷物加

工業 

左記の事業活動に伴って生ずる紙くず。 

印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、建

設現場から排出される紙くず等 

木くず 建設業（工作物の新築、改

築、除去）、木材・木製品・

パルプ製造業、輸入木材卸

売業、物品賃貸業 

左記の事業活動に伴って生ずる木くず。 

１ 建設業：建物・橋・電柱・工事現場・飯場小屋

の廃木材等 

２ 木材業等：おがくず、バーク類、梱包材くず、

板きれ、廃チップ等 

３ 物品賃貸業：家具・器具類等 

 貨物の流通のために使用したパレット 
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種   類 排 出 限 定 業 種 内        容（例   示） 

繊維くず 建設業（工作物の新築、改

築、除去）、繊維工業（衣服

その他の繊維製品製造業を

除く） 

左記の事業活動に伴って生ずる天然繊維くず。 

木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿

くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レー

ヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロ

ープ等 

※ 合成畳は繊維くずの他に、廃プラスチック類、  

紙くず、木くず等の混合品 

 （注：合成繊維くずは、廃プラスチック類） 

動植物性残さ 食料品製造業 

飲料・飼料製造業（たばこ

製造業を除く。） 

医薬品製造業 

香料製造業 

左記の事業活動において原料として使用した動物又

は植物に係る固形状の不要物。 

（市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は

厨芥類は事業系一般廃棄物） 

１ 動物性残さ：魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、 

ボイルかす、うらごしかす、かんづめ・瓶詰め不

良品（返品されたものを除く。）、乳製品精製残さ、

卵から、貝がら、羽毛等 

２ 植物性残さ：ソースかす、しょうゆかす、こう

じかす、酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、

でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・

麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、油

かす等 

動物系固形不

要物 

と畜場 

食鳥処理場 

とさつ又は解体した獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び

山羊）及び食鳥処理した食鳥（鶏、あひる、七面鳥

等）に係る固形状の不要物 

鉱さい  高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい（スラグ）、

キューポラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイ

ス、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サン

ドブラスト廃砂（塗料かす等を含むものを除く。）等 

動物のふん尿 畜産農業 左記の事業活動に伴って生ずる家畜のふん尿。 

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、が

ちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿

等 

動物の死体 畜産農業 左記の事業活動に伴って生ずる家畜の死体 

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、が

ちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 

ばいじん  ばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチック類等の焼却施設において発生するば

いじんであって、集じん施設によって集められたも

の。 

電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダス

ト、サイクロン捕集ダスト等 

処分するため

に処理したも

の（１３号廃

棄物） 

 産業廃棄物を処分するために処理したもの。 

有害汚泥コンクリート固形物等 

輸入された廃

棄物 

 航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。 
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表－２ 特別管理産業廃棄物の種類 
 

種   類 区 分（排出限定） 例           示 

廃油 

（燃焼しやすいもの） 

揮発油類 ガソリン､アルコール､廃溶剤(シンナー、ベ

ンゼン、トルエン) 

灯油類 灯油、ジェット燃料油 

軽油類 ディーゼル軽油 

廃酸（著しい腐食性あ

り） 

ｐＨ ２．０以下 濃硫酸、濃硝酸 

廃ｱﾙｶﾘ(著しい腐食性

あり) 

ｐＨ１２．５以上 強アルカリ廃液等 

感染性産業廃棄物（医

療関係機関から排出

される血液、使用済み

の注射器等の感染性

又はそのおそれのあ

る産業廃棄物） 

※医療関係機関（病

院、診療所、衛生検査

所、老人保健施設等） 

血液等 血液、血清、血漿、血液製剤 

血液等が付着した鋭利なもの 注射針、メス、試験管（破損したもの）、シ

ャーレ（破損したもの）、ガラスくず等 

病原微生物に関連した試験、検

査等に用いられたもの 

実験、検査等に使用した試験管、 

シャーレ 

その他血液等が付着したもの 血液等が付着した実験・手術用の手袋等 

その他 汚染物が付着した廃プラスチック類 

※
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物 

廃ＰＣＢ等 廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃

油 

ＰＣＢ原液、ＰＣＢを含む絶縁油 

ＰＣＢ汚染物 ＰＣＢ付着物等 塗布又は染み込んだもの（汚泥、紙くず、

木くず、繊維くず） 

付着又は封入されたもの（廃プラスチック

類、金属くず、 陶磁器くず、がれき類） 

ＰＣＢ処理物 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物を処

分するために処理したもの 

廃油（＞0.5mg/kg)、廃酸（＞0.03mg/ℓ）、

廃アルカリ（＞0.03mg/ℓ)､廃プラスチック

類又は金属くず（ＰＣＢが付着､封入されて

いるもの）、陶磁器くず（付着されているも

の）、その他（＞0.003mg/ ℓ） 

廃水銀等（廃水銀

及び廃水銀化合

物） 

特定施設において生じたもの 

（水銀を回収するための施設、

水銀使用製品の製造施設、試験

研究機関等） 

水銀汚染物等から回収された

もの 

金属水銀、水銀化合物の廃試薬、非鉄製錬

スラッジから回収した水銀 

 

当該廃水銀等を処分するために処理したも

の（精錬設備を用いて行われる精錬に伴い

生じた残さを除く） 

指定下水汚泥 下水道法施行令第１３条の４

の規定により指定された汚泥 

環境省令で定める基準（表－３参照）を超

えているもの 

当該指定下水汚泥を処分するために処理し

たもの 

鉱さい  環境省令で定める基準（表－３参照）を超

えているもの 

当該鉱さいを処分するために処理したもの 
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種   類 区 分（排出限定） 例           示 

※
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物 

廃石綿等 石綿建材除去事業 吹付け石綿除去物、石綿保温材、けいそう

土保温材、パーライト保温材、その他飛散

性保温材・断熱材・耐火被膜材、石綿等付

着物（プラスチックシート、防じんマスク、

作業衣等） 

大気汚染防止法第２条第１１項

に規定する特定粉じん発生施設

及び当該施設が設置されている

事業場 

集じん施設によって集められたもの、石綿

等付着物（防じんマスク、集じんフィルタ

ー等） 

輸入されたもの 集じん施設によって集められたもの、石綿

等付着物（防じんマスク、集じんフィルタ

ー等） 

ばいじん 

燃え殻 

国内において生じたものにあっ

ては、大気汚染防止法施行令別表

第１又はダイオキシン第１に掲

げる廃棄物焼却炉において生じ

たもの 

環境省令で定める基準（表－３参照）を超

えているもの 

当該ばいじん及び燃え殻を処分するために

処理したもの 

廃油（廃溶剤） 国内において生じたものにあっ

ては、水質汚濁防止法施行令別表

第１に掲げる施設において生じ

たもの 

対象となる廃溶剤（表－３参照） 

当該廃油を処分するために処理したもの 

汚泥 

廃酸 

廃アルカリ 

国内において生じたものにあっ

ては、水質汚濁防止法施行令別表

第１に掲げる施設を有する工場

又は事業場において生じたもの 

環境省令で定める基準（表－３参照）を超

えているもの 

当該汚泥、廃酸及び廃アルカリを処分する

ために処理したもの 

 ※特定有害産業廃棄物は、当該廃棄物が生ずる施設等に関する限定がある場合があります。 

  



 

- 7 - 

 

表―３ 特定有害産業廃棄物に適用する環境省令で定める基準 
※単位は２５項を除き、（mg/ℓ） 

  燃え殻・ばいじん・鉱さい 廃油（廃溶剤に限る。） 
指定下水汚泥・汚泥・廃酸・ 

廃アルカリ 

  

燃 

え 

殻 

ば 

い 

じ 

ん 

鉱 

さ 

い 

処理物
（廃酸・

廃アルカ

リ） 

処理物
（廃酸・

廃アルカ

リ以外） 

 

処理物 

指定下

水汚泥 

・ 

汚泥 

廃酸 

・ 

廃アル

カリ 

処理物 
（廃酸・

廃アルカ

リ） 

処理物 
（廃酸・

廃アルカ

リ以外） 

廃 

溶 

剤 

廃酸 

・ 

廃ア

ルカ

リ 

廃酸 

・ 

廃アル

カリ以

外 

1 
アルキル水銀化合物 ― 検出されないこと ― ― ― ― 検出されないこと 

水銀又はその化合物 ― 0.005 0.05 0.005 ― ― ― ― 0.005 0.05 0.05 0.005 

2 
カドミウム又はその

化合物 
0.09 0.3 0.09 ― ― ― ― 0.09 0.3 0.3 0.09 

3 鉛又はその化合物 0.3 1 0.3 ― ― ― ― 0.3 1 1 0.3 

4 有機燐化合物 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1 1 1 

5 六価クロム化合物 1.5 5 1.5 ― ― ― ― 1.5 5 5 1.5 

6 砒素又はその化合物 0.3 1 0.3 ― ― ― ― 0.3 1 1 0.3 

7 シアン化合物 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1 1 1 

8 ポリ塩化ビフェニル ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.003 0.03 0.03 0.003 

9 トリクロロエチレン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 3 0.3 0.3 3 3 0.3 

10 テトラクロロエチレン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 1 0.1 0.1 1 1 0.1 

11 ジクロロメタン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 2 0.2 0.2 2 2 0.2 

12 四塩化炭素 ― ― ― ― ― ＊ ＊ 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 

13 1,2-ジクロロエタン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 0.4 0.04 0.04 0.4 0.4 0.04 

14 1,1-ジクロロエチレン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 10 1 1 10 10 1 

15 
シス-1,2-ジクロロ

エチレン 
― ― ― ― ― ＊ ＊ 4 0.4 0.4 4 4 0.4 

16 
1,1,1-トリクロロ 

エタン 
― ― ― ― ― ＊ ＊ 30 3 3 30 30 3 

17 
1,1,2-トリクロロ 

エタン 
― ― ― ― ― ＊ ＊ 0.6 0.06 0.06 0.6 0.6 0.06 

18 1,3-ジクロロプロペン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 

19 チウラム ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.06 0.6 0.6 0.06 

20 シマジン ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.03 0.3 0.3 0.03 

21 チオベンカルブ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.2 2 2 0.2 

22 ベンゼン ― ― ― ― ― ＊ ＊ 1 0.1 0.1 1 1 0.1 

23 セレン又はその化合物 0.3 1 0.3 ― ― ― ― 0.3 1 1 0.3 

24 1,4-ジオキサン ― 0.5 ― 5 0.5 ＊ ＊ 5 0.5 0.5 5 5 0.5 

25 ダイオキシン類 
3ng- 

TEQ/g 
― 

100pg- 

TEQ/ℓ 

3ng- 

TEQ/g 
― ― ― ― 

3ng- 

TEQ/g 

100pg- 

TEQ/ℓ 

100pg- 

TEQ/ℓ 

3ng- 

TEQ/g 

※１ 各々の基準を超える場合、特別管理産業廃棄物として扱う。 

※２ ―は適用される基準がないことを示す。 

※３ 燃え殻の処理物（廃酸・廃アルカリ、廃酸・廃アルカリ以外ともに）は、１項が適用されない。 

※４ 鉱さいの処理物（廃酸・廃アルカリ、廃酸・廃アルカリ以外ともに）は、２５項が適用されない。 

※５ ＊は、濃度に関係なく特別管理産業廃棄物になる。 



 

- 8 - 

 

Ⅱ 産業廃棄物処理業の種類と許可について   

 

【１】産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業 

◇ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場

等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなり

ません。 

◇ 産業廃棄物を積み込む場所、下ろす場所それぞれの区域を管轄する都道府県知事（政

令で定める市長）の許可を受けなければなりません。 

 

 （１）収集運搬業（積替え保管を除く。） 

 ◇ 収集した廃棄物を処分場等へ直接運搬する場合に必要となる許可です。 

 ◇ 平成２３年４月１日から（特別管理）産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、

埼玉県知事の許可を受けることで、県内の政令市（さいたま市、川越市、越谷市、

川口市）の区域においても収集運搬が可能になりました。 

 

 （２）収集運搬業（積替え保管を含む。） 

 ◇ 収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所

を管轄する都道府県知事（政令で定める市長）の許可が必要です。 

 ◇ 感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保

管が認められない場合があります。 

 

【２】産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業 

◇ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場

合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。 

◇ 中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を

行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。 

◇ 廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なせませんので、それぞれの品

目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。 

 

【３】産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業 

◇ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場

合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。 
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※ なお、次のような政令で定める施設（産業廃棄物処理施設）を使用して廃棄物処理業

を行う場合、別途、設置の許可を受けなければなりません。 

 

政令：産業廃棄物処理施設の種類（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条） 
号 施設の種類 処理能力・規模 

１ 汚泥の脱水施設  １０ｍ3／日を超えるもの 

２ 
汚泥の乾燥施設  １０ｍ3／日を超えるもの 

汚泥の天日乾燥施設  １００ｍ3／日を超えるもの 

３ 汚泥の焼却施設 

 ５ｍ3／日を超えるもの 

 又は２００kg／時以上のもの 

 又は火格子面積が２ｍ2 以上のもの 

４ 廃油の油水分離施設  １０ｍ3／日を超えるもの 

５ 廃油の焼却施設 

 １ｍ3／日を超えるもの 

 又は２００kg／時以上のもの 

 又は火格子面積が２ｍ2 以上のもの 

６ 廃酸又は廃アルカリの中和施設  ５０ｍ3／日を超えるもの 

７ 廃プラスチック類の破砕施設  ５ｔ／日を超えるもの 

８ 廃プラスチック類の焼却施設 
 １００kg／日を超えるもの 

 又は火格子面積が２ｍ2 以上のもの 

８の２ 木くず又はがれき類の破砕施設   ５ｔ／日を超えるもの 

９ 有害物質を含む汚泥のコンクリート固

型化施設 

  すべて 

１０ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい

焼施設 

  すべて 

１０の２ 廃水銀等の硫化施設   すべて 

１１ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる

シアン化合物の分解施設 

  すべて 

１１の２ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設 

  すべて 

１２ 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣ 

Ｂ処理物の焼却施設 

  すべて 

１２の２ 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施

設 

  すべて 

１３ ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄

施設又は分離施設 

  すべて 

１３の２ 産業廃棄物の焼却施設 

（汚泥、廃油、廃プラスチック類及び

廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ

処理物の焼却施設を除く。） 

 ２００kg／時以上のもの 

 又は火格子面積が２ｍ2 以上のもの 

１４ 産業廃棄物の最終処分場   すべて 

※ 上記処理施設にかかわらず、中間処分を行うにあたり、関係する他法令の手続が必要となる場合が

あります。 

 

  



 

- 10 - 

 

Ⅲ 産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例（設置条例）  

 

【１】設置条例の手続が必要なとき 

 越谷市内において、以下の業を行おうとする方は、廃棄物処理法に基づく申請に先立ち、

設置条例に基づく手続が必要となります。 

 産業廃棄物処理施設の設置の際に事業計画について周辺住民へ説明すること等により、

事業計画者と周辺住民との合意形成を促進し、紛争を未然に防止することを目的としてい

ます。 

 また、既に許可を取得した方が、事業の範囲を変更（取り扱う産業廃棄物の種類の追加、

処理方法の追加等）する場合や事業場を拡大、施設の処理能力を増大する場合等も同様に

設置条例に基づく手続が必要です。（以下のフロー図を参照） 

 

  ○産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む） ※１ 

  ○特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む） ※１ 

  ○産業廃棄物中間処分業 ※２ 

  ○特別管理産業廃棄物中間処分業 ※２ 

  ○産業廃棄物最終処分業 

  ○特別管理産業廃棄物最終処分業 

 

※１ 積替え保管を除く事業に係る産業廃棄物の種類の追加のみの場合は、設置条例の手

続は不要 

※２ 中間処分業の用に供する施設が移動式の場合は設置条例の手続は不要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】設置条例の手続の流れ 

 （１）事業計画書、生活環境保全対策書の提出 

   産業廃棄物処理施設の設置等に関する計画（事業計画書）及び処理施設の設置等に

よる周辺地域の生活環境に及ぼす影響に関する調査の結果（生活環境保全対策書）を

５部（正本１部、副本４部）市へ提出してください。 

 

新規許可 変更許可

許可 不許可

許可 不許可

変更届

許可申請

設置条例手続

許可申請

設置条例手続

右記(※)以外
(※)

収集運搬業の積替え保

管を除く事業に係る産

業廃棄物の種類の追加

届出

設置条例手続

左記(※)以外
(※)

・処理能力10％以上増大

・事業場面積20%以上拡大

・事業場の増設、移転 等
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 （２）関係地域の設定 

   市は、事業計画に係る産業廃棄物処理施設の種類に応じて、下表の範囲を関係地域

として定めて事業計画者に通知します。 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第３号、第

５号、第８号及び第９号から第１４号までに掲げる施設 

設置等の場所の敷地境界線から 

５００ｍ以内の範囲 

上記以外の焼却施設、灰溶融施設 
設置等の場所の敷地境界線から 

５００ｍ以内の範囲 

上記以外の産業廃棄物処理施設 
設置等の場所の敷地境界線から 

２００ｍ以内の範囲 

 

 （３）周知計画書の提出 

   関係住民に対する説明会の開催に関する計画等を記載した周知計画書を２部（正本

１部、副本１部）市に提出してください。 

 

 （４）事業計画の公開 

   市は、提出された事業計画書、生活環境保全対策書を１か月間縦覧に供します。縦

覧期間中に関係住民に対して説明会を開催してください。 

 

 （５）見解書の作成・周知 

   関係住民は、事業計画に対する意見書を市に提出することができます。意見書が提

出された場合には、それに対する見解書を作成し、市に提出するとともに、その見解

書を説明会その他の方法により関係住民に周知してください。 

 

 （６）審査結果の通知 

   市は、（１）から（５）の手続の内容を踏まえ、総合的に審査を行い、審査結果とし

て事業計画者に通知します。 

 

 （７）審査結果に対する措置、生活環境保全協定の締結 

   審査結果に対する措置を行うとともに、関係住民との間で、生活環境保全協定を締

結し、それぞれの結果を市に報告してください。 

 

 （８）施設設置承認書の交付 

   市は、（７）の報告の内容が相当と認められるときは、産業廃棄物処理施設設置等承

認書を事業計画者に交付します。これにより、設置条例に基づく手続は終了となり、

施設の設置等の工事に着手することができます。 

   なお、承認書の交付から３年以内に施設の設置等の工事に着手しないときは、設置

条例に基づく事業計画は廃止されたものとみなします。 

 

 （９）その他 

  ・事業計画を実施するうえで、土地利用の制限をはじめとした関係他法令の規制がか

かる場合があります。必要に応じてこれらの関係機関（関係地域に隣接他市町が含ま

れる場合は、これらの市町の機関を含む）と協議していただくことになります。 

  ・事業計画者又は関係住民は、産業廃棄物処理施設の設置等に伴い生ずるおそれのあ

る生活環境保全上の支障に関して紛争が生じ、自主的解決に至らなかったときは、市

にあっせんの申出をすることができます。 

  ・市は、事業計画者に対して指導助言を行うときや、あっせんを行うときに、越谷市

産業廃棄物処理施設設置等調整委員会を開催し、意見を聴くことがあります。  
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Ⅳ 許可申請手続について   

 

 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の業の区分別に許可の申請を行ってください。なお、

設置条例の手続の対象となる許可申請については、施設設置承認書の交付を受けて施設を

設置した後に申請してください。 

 なお、各申請の受付は予約制となっておりますので、廃棄物指導課（０４８－９６３－

９１８８）あてに電話で予約したうえで、申請してください。 

 

【１】許可申請の種類について 

 （１）新規許可 

   次の場合等には、新規許可の手続が必要です。 

    ア 越谷市内において、新たに収集運搬業又は処分業を行おうとする場合 

    イ 許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合 

    ウ 許可を受けている個人事業者から、業務を相続した場合 

    エ 許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業

務を行う場合 

 

 （２）更新許可 

  許可を取得した者は、５年（優良基準に適合した事業者は７年 ※注）の期間ごと

に許可の更新をしなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。 

  許可の有効年月日の２か月前を目安に申請してください。 

  

  ※注 詳しい基準は、環境省の優良産廃処理業者認定制度マニュアル 

    （http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/index.html）を参考にして下さい。 

 

 （３）変更許可 

  許可を取得した者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や、処理方法を

変えたい場合など下記に該当する変更は、事業の範囲の変更に該当するため、変更許

可の手続が必要です。 

    ア 取り扱う産業廃棄物の種類の追加 

    イ 収集運搬業の積替え保管を「除く」から「含む」に変更 

    ウ 中間処分業の処分方法の追加・変更 

  なお、上記項目に該当しない場合でも変更許可手続が必要となることもありますの

で、変更の場合には、事前に廃棄物指導課（０４８－９６３－９１８８）にご相談く

ださい。 
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【２】許可の基準について 

 使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなくては

なりません。 

 （１）施設に係る基準 

  ① 産業廃棄物収集運搬業 

   ○ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、

運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 

   ○ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、

並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 

   ○ 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けていること。また、廃棄物は原則

として容器で保管すること。 

 

  ② 産業廃棄物中間処分業 

   ○ 産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。 

   １）汚泥（特別管理産業廃棄物であるものを除く。）の処分を業として行う場合には、

当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有す

ること。 

   ２）廃油（特別管理産業廃棄物であるものを除く。）の処分を業として行う場合には、

当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。 

   ３）廃酸又は廃アルカリ（特別管理産業廃棄物であるものを除く。）の処分を業とし

て行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理

施設を有すること。 

   ４）廃プラスチック類（特別管理産業廃棄物であるものを除く。）の処分を業として

行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融

施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。 

   ５）ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分するに適する破

砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。 

   ６）その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行お

うとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有

すること。 

   ○ 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、

並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。 

   ○ 焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、市が定めた技術

指針に適合するものであること。 

   ○ 中間処理施設及び処分に伴う保管施設は、原則として建屋内に設けること。ま

た、廃棄物の保管は、原則として容器を用いること。 

 

  ③ 産業廃棄物最終処分業 

   ○ 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場、ブ

ルドーザーその他の施設を有すること。 

 

  ④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 

   ○ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのな

い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 

   １）廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、

廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃
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油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。 

   ２）感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃

棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。 

   ３）廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル

処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等

が備え付けられた運搬施設を有すること。 

   ○ 積替施設を有する場合は 

   １）必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設

であること。 

   ２）特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこ

と。 

   ○ 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原

則として容器を用いること。 

 

  ⑤ 特別管理産業廃棄物中間処分業 

   ○ 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設であって、必要

な付帯設備を備えたものを有すること。 

   １）廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置

が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設

であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することので

きる設備を備えたものを有すること。 

   ２）廃酸又は廃アルカリ（シアン化合物を含むものを除く。）の処分を業として行う

場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカ

リの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アル

カリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。 

   ３）シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ又は当該廃酸又は廃アルカリを処分す

るために処理したものの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリ

の処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカ

リの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。 

   ４）感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処

分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を

衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。 

   ５）廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル

処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化

ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解

施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフ

ェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分

析することのできる設備を備えたものを有すること。 

   ６）廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施

設その他の処理施設を有すること。 

   ７）水銀若しくはその化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したも

のの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型

化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析す

ることのできる設備を備えたものを有すること。 

   ８）シアン化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を

業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分
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解施設その他の処理施設であって、処理する汚泥等の性状を分析することのでき

る設備を備えたものを有すること。 

   ９）汚泥（ただし、７）及び８）に掲げるものを除く。）の処分を業として行う場合

には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処

理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたも

のを有すること。 

   ○ 焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、市が定めた技術

指針に適合するものであること。 

   ○ 保管施設を有する場合は 

   １）必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設

であること。 

   ２）特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこ

と。 

   ○ 中間処理施設及び処分に伴う保管施設は、原則として建屋内に設けること。ま

た、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。 

 

  ⑥ 特別管理産業廃棄物最終処分業 

   ○ 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適す

る最終処分場であって、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理でき

る付帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。 

   ○ 最終処分場の周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水ができ

る設備を有すること。 

 

  ※ 許可を受けた後は、産業廃棄物処理基準に従い、業を行わなければなりません。 

 

 （２）申請者の能力に係る基準 

  ① 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を

有すること。 

    技術的能力を説明する書類として、役員等の方が受講した許可申請に関する講習

会の修了証の写しを添付してください。講習会修了証の取扱いは次のとおりです。 

 

   〇 講習会修了証の有効期間は、新規、更新課程ともに修了証発行の日から５年間

とする。 

   ○ 個人事業者が同じ事業を行うため法人（当該事業者が法人の代表者である場合

に限る。）を設立し、新規に許可を取得する場合は更新許可講習会で可とする。 
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  許可申請に関する講習会修了証の取扱いについて 

許可の種類 

申請書に添付できる講習会の修了証 

収集運搬課程 処分課程 

新規課程 更新課程 新規課程 更新課程 

産廃 特管 産廃 特管 

新規許可 産業廃棄物収集運搬業 ○ ○     

特別管理産業廃棄物収集運搬業  ○     

産業廃棄物処分業    ○ ○  

特別管理産業廃棄物処分業     ○  

更新許可 産業廃棄物収集運搬業 ○ ○ ○    

特別管理産業廃棄物収集運搬業  ○ ○    

産業廃棄物処分業    ○ ○ ○ 

特別管理産業廃棄物処分業     ○ ○ 

変更許可 産業廃棄物収集運搬業 ○ ○ ○    

特別管理産業廃棄物収集運搬業  ○ ○    

産業廃棄物処分業    ○ ○ ○ 

特別管理産業廃棄物処分業     ○ ○ 

  

 

 

   他都道府県市等で既に許可を取得している場合の取扱いについて 
他都道府県市

で既に取得し

ている許可 

本市で新規に取得しようとする 

許可 

申請書に添付できる講習会の修了証 

収集運搬課程 処分課程 

新規課程 更新課程 新規課程 更新課程 

産廃 特管 産廃 特管 

産業廃棄物収

集運搬 

産業廃棄物収集運搬業 ○ ○ ○    

特別管理産業廃棄物収集運搬業  ○     

特別管理産業

廃棄物収集運

搬業 

産業廃棄物収集運搬業 ○ ○ ○    

特別管理産業廃棄物収集運搬業 
 ○ ○    

産業廃棄物処

分業 

産業廃棄物処分業    ○ ○ ○ 

特別管理産業廃棄物処分業     ○  

特別管理産業

廃棄物処分業 

産業廃棄物処分業    ○ ○ ○ 

特別管理産業廃棄物処分業     ○ ○ 

 

 

 

   許可申請に関する講習に関する問い合わせ先 

 

    公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター  ℡03(5275)7115 

               URL http://www.jwnet.or.jp 

    一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 ℡048(711)1014 

                           URL http://www.saitama-sanpai.or.jp 

 

 

 

 

  ② 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足り

る経理的基礎を有すること。 

   ○ 原則として、債務超過の状態にないこと 

   ○ 経理状況によっては、別途追加書類の依頼をすることがあります。 

   ○ 提出書類（追加書類を含む。）をもとに審査を行うので、追加書類を提出後、不

許可となる場合もあります。 

 

 

http://www.jwnet.or.jp/
http://www.saitama-sanpai.or.jp/
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  ③ 特別管理産業廃棄物（感染性産業廃棄物、廃石綿等以外）の処分に当たり必要な

性状の分析を行う者は、次に掲げる資格を有すること。 

   ア 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）、旧大学令に基づく大学又は旧専

門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、衛生学、工学、

農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、６か月

以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。 

   イ 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、６か月以上水質検査又はその他の理

化学検査の実務に従事した経験を有する者。 

   ウ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、理学、薬学、工学、

農学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、１年以上水質検査又は

その他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。 

 

 （３）申請者等の欠格要件 

   申請者は、次のいずれにも該当しないこと。 

   イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定

めるもの。 

    （※環境省令で定める者：精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切

に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者） 

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 

   ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者。 

   ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）、浄化槽法、大気汚

染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁

防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する

法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（第 32条の 3第 7項及び第 32条の 11

第 1 項を除く。）の規定に違反し、又は刑法第 204 条（傷害罪）、第 206 条（現場

助勢罪）、第 208 条（暴行罪）、第 208 条の 2（凶器準備集合及び結集罪）、第 222

条（脅迫罪）若しくは第 247条（背任罪）の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル

法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から５年を経過しない者。 

   ホ 法第 7 条の 4 第 1 項（第 4 号に係る部分を除く。）若しくは第 2 項若しくは第

14 条の 3 の 2 第 1 項（第 4 号に係る部分を除く。）若しくは第 2 項（これらの規

定を第 14条の 6 において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第 41条

第 2 項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者

（当該許可を取り消された者が法人である場合（第 7 条の 4 第１項第 3 号又は第

14条の 3の 2第 1項第 3号（第 14条の 6において準用する場合を含む。）に該当

することにより許可が取り消された場合を除く。）においては、当該取消しの処分

に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人

の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相

談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有す

るものと認められる者を含む。）であった者で当該取消しの日から５年を経過しな

いものを含む。）。 
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   へ 法第 7 条の 4 若しくは第 14 条の 3 の 2（第 14 条の 6 において読み替えて準用

する場合を含む。）又は浄化槽法第 41 条第 2 項の規定による許可の取消しの処分

に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又

は処分をしないことを決定する日までの間に第 7条の 2第 3項（第 14条の 2第 3

項及び第 14 条の 5 第 3 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

る一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分（再生するこ

とを含む。）の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第 38 条第

5 号に該当する旨の同条の規定による届出をした者（当該事業の廃止について相

当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの。 

   ト へに規定する期間内に法第 7 条の 2 第 3 項の規定による一般廃棄物若しくは産

業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止

の届出又は浄化槽法第 38条第 5号に該当する旨の同条の規定による届出があった

場合において、ヘの通知の日前６０日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃

止について相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくは政令で定める使用人で

あった者又は当該届出に係る個人（当該事業の廃止について相当の理由がある者

を除く。）の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から５年を経過しな

いもの。 

   チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者。 

   リ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ない者（以下「暴力団員等」という。）。 

   ヌ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法

定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）がイからリまでのいず

れかに該当するもの。 

   ル 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該

当する者のあるもの。 

   ヲ 個人で政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあ

るもの。 

   ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。 

 

    《政令で定める使用人》 

    申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者 

    １ 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

    ２ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しく

は運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く

もの。 

 

 

  

 欠格要件に該当する場合、提出された申請については許可することができません。   

また、既に許可を受けている場合にあっては、その許可も取消の対象となります。 

 申請に際しては十分注意してください。 
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【３】申請書について 

 （１）申請書様式 

   申請書の様式は、廃棄物指導課の窓口で配布しています。なお、更新許可申請の様

式は、越谷市役所のホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 （２）提出方法、提出部数について 

   申請書は必ず電話で予約の上、廃棄物指導課窓口に持参してください。（郵送での受

付はしておりません） 

   また、許可申請書は、それぞれ２部（正本１部、副本１部）提出してください。副

本は申請者の控えとして受付後お返しします。（副本の添付書類はコピーで可） 

 

 （３）申請手数料について 

   申請書が受理される段階に至ったとき、申請区分に応じて以下の手数料を現金にて

納入してください。（埼玉県収入証紙ではありませんのでご注意ください） 

 

  区分 

種類 

産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 

収集運搬業 処 分 業 収集運搬業 処 分 業 

新規申請 81,000円 100,000円 81,000円 100,000円 

更新申請 73,000円 94,000円 74,000円 95,000円 

変更申請 71,000円 92,000円 72,000円 95,000円 

 

【４】処分の指令書・許可証の交付について 

 審査の結果、許可となった場合には、指令書・許可証を交付する旨を電話でお知らせし

ます。 

 変更許可、更新許可の場合は、現在の許可証と交換になりますので、許可証を持参して

ください。 
 

 

 許可証に記載されている許可番号について 

 

 ★許可証の右上には、許可番号という１１桁の番号が附されています。 

 ★左から３桁の「１２１」は越谷市の固有番号です。 

（埼玉県は「０１１」、さいたま市は「１０１」、川越市は「１０３」、川口市は「１２５」） 

 

 ★左から４桁目の番号は、業の種類を示します。 

 産業廃棄物収集運搬業 積替え保管を除く。 ０ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替え保管を除く。 ５  
積替え保管を含む。 １ 積替え保管を含む。 ６ 

産業廃棄物処分業 中間処分のみ ２ 特別管理産業廃棄物処分業 中間処分のみ ７ 

最終処分のみ ３ 最終処分のみ ８ 

中間・最終処分 ４ 中間・最終処分 ９ 

 

 ★左から５桁目の番号は、全て“０”になります。 

  

 ★左から６桁目以降の番号は、許可業者に与えられる全国共通の固有番号です。 

 



 

- 20 - 

 

Ⅴ 事業開始後の各種届出   

 
【１】届出の種類について 
 （１）変更届 

   次ページの表に示す事項について変更したときは、変更した日から１０日以内（役

員等の変更で、登記事項証明書を添付すべき場合は３０日以内）に、必要な添付書類

とともに産業廃棄物処理業変更届出書又は特別管理産業廃棄物処理業変更届出書を提

出してください。 

   なお、以下の変更については、事前に設置条例による手続が必要となります。 

    ○許可に係る事業場の移転、増設及び面積の２０％以上の拡大 

    ○積替え保管施設の保管能力、中間処理施設の処理能力の１０％以上の増大 

    ○積替え保管に係る事業場ごとの積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類の追加 

   取り扱う産業廃棄物の種類、事業場、処理施設又は保管施設に関連する変更を行う

場合には、事前にご相談ください。 

 

 （２）事業の廃止届 

   産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止したと

きは、廃止した日から１０日以内に、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業廃止

届出書を提出してください。 

 

 （３）事業の休止届 

   産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の全部又は一部を３０日以上休止

しようとするときは、あらかじめ産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業（処

分業）休止届出書を提出してください。 

 

 （４）欠格要件該当届出 

   申請者等の欠格要件に該当した場合には、該当してから２週間以内に届出書を提出

してください。 

  

【２】届出書について 

 （１）届出書様式 

   各届出書の様式は、廃棄物指導課の窓口で配布しています。また、越谷市役所のホ

ームページからダウンロードすることもできます。 

 

 （２）提出方法、提出部数について 

   各届出書は、廃棄物指導課窓口に持参していただくか、郵送により２部（正本１部、

副本１部）提出してください。副本は申請者の控えになりますので、受付後お返しし

ます。（副本の添付書類はコピーで可） 
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 変更届に係る添付書類一覧表  

 

 

 

 

 変 更 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

共 通 
収 集 

運搬業 
処分業 

住
所(

個
人
の
場
合) 

所
在
地(

法
人
の
場
合) 

氏
名(

個
人
の
場
合) 

法
人
の
商
号(

例
：
有
限
会
社→

株
式
会
社
、
社
名) 

法
定
代
理
人 

役
員(

代
表
者
、
顧
問
等
を
含
む)

又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人 

 

株
主
又
は
出
資
者 

事
務
所
の
所
在
地 

事
業
場
の
所
在
地
、
面
積 

車
両(
増
車
、
廃
車
等) 

保
管
施
設(

位
置
、
面
積
、
高
さ
、
保
管
量
の
上
限
等) 

処
理
施
設(

構
造
、
設
備
、
処
理
工
程
等) 

保
管
施
設(

位
置
、
面
積
、
高
さ
、
保
管
量
の
上
限
等) 

個
人
の
場
合 

法
人
の
場
合 

個
人
の
場
合 

法
人
の
場
合 

許可証の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

住民票の写し※1 ○  ○  ○ ○ ○ ○        

登記されていないことの証明書※2     ○ ○ ○ ○        

法人の登記事項証明書※3  ○  ○  ○ ○  ○       

土地の全部事項証明書※4           ○     

公図の写し           ○     

新旧対照表(役員、株主、政令使用人等)       ○ ○ ○ ○       

定款又は寄附行為※5    ○            

株主(出資者)を証明できる書類※6        ○ ○       

代理人を証する書類     ○ ○          

誓約書(第１０面)     ○ ○ ○ ○ ○       

付近の見取り図 ○ ○        ○ ○     

車検証（電子車検証の場合は、自動車

検査証記録事項）の写し※7 
           ○    

運搬施設の概要(第２面)            ○    

積替施設又は保管施設の概要(第３面)             ○   

第３面別紙※8             ○   

図面・設計計算書等※9             ○ ○ ○ 

運搬車両の写真(第６面)※7            ○    

施設の所有権(使用権原)を有することを証する書類               ○  

３ 処理施設(１)から(３)※10              ○  

４ 保管施設(１)から(３)               ○ 

・住民票の写し等の公的書類は、発行の日から３か月以内のものを添付 

※1 本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの 

※2 登記されている場合は、認知、判断、意思疎通等の状態に係る医師の診断書、認知症に関する試験結果 

等を添付してください。 

※3 履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) 

※4 所有権を有しない場合は、使用する権原を有することを証する書類を併せて添付 

※5 原本証明があるもの 

※6 確定申告書に添付した「同族会社等の判定に関する明細書(別表２)の写し」を添付。株主(出資者) 

の異動が確認できない場合は、株主名簿等を添付 

※7 追加する車両のみ添付 

※8 積替保管施設の保管量の上限が増大する場合は、搬出計画書を併せて添付 

※9 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書を添付 

※10 処理能力の変更がある場合は、「４ 保管施設(３)処分のための保管上限」を併せて添付 

変更の内容によって、追加の書類をお願いする場合があります。 
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Ⅵ 罰則   

 

 許可を受けずに処理業を行ったり、無届けで諸事項の変更をした場合などには、罰則の

規定の適用を受けます。 

 

【１】無許可営業 

  ア 許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬を業として行うこと。 

   イ 許可を受けずに、産業廃棄物の処分を業として行うこと。 

   ウ 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬を業として行うこと。 

   エ 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の処分を業として行うこと。 

 ５年以下の拘禁刑若しくは１０００万円以下（法人は３億円以下）の罰金、又はこの併

科 

 

【２】無許可変更 

    ア 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が許可を受けずに、事業の範囲

を変更すること。 

イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が許可を受け

ずに事業の範囲を変更すること。 

 ５年以下の拘禁刑若しくは１０００万円以下（法人は３億円以下）の罰金、又はこの併

科 

  

【３】廃棄物処理業廃止変更届出義務違反 

 廃棄物処理業者が、その業務を廃止又は諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出を

すること。 

 ３０万円以下の罰金 

 

【４】欠格要件該当届出義務違反 

 特定欠格要件に該当してから２週間以内の届出を怠った場合 

 ６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

 

【５】報告違反 

 廃棄物処理業者等が求められた報告をせず又は虚偽の報告をすること。 

 ３０万円以下の罰金 
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【参考】 手続フロー図   

 

産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業に共通したものです。 

 

【１】設置条例に基づく手続 

 

【２】（設置条例手続後の）新規・変更許可申請 

 

【３】（設置条例手続後の）変更届出 

 

【４】更新許可申請 
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【２】（設置条例手続後の）新規・変更許可申請 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【３】（設置条例手続後の）変更届出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４】更新許可申請 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物処理法

変更届手続き

事業計画者
（届出者）

市
（廃棄物指導課）

施設の設置
（承認から３年以内）

書類審査
施設

検査
受理

変更届

（２部）

（指示）（回答）

（１部返却）
施設設置

施設設置

承認書

関係者

手続区分

（立会い）

廃棄物処理法

許可申請手続き

事業計画者
（申請者）

市
（廃棄物指導課）

施設の設置
（承認から３年以内）

書類審査
施設

検査
受理 審査

申請書

（２部）

（指示）（回答）

（１部返却）

（指示）（回答）

決裁 処分

（立会い）

指令書等施設設置
施設設置

承認書

関係者

手続区分

廃棄物処理法

許可申請手続き

事業計画者
（申請者）

市
（廃棄物指導課）

書類審査
施設

検査
受理 審査

申請書

（２部）

（指示）（回答）

（１部返却）

（指示）（回答）

決裁 処分

（立会い）

指令書等

関係者

手続区分


